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※「エクスポージャー」・・・リスクに晒されている資産を指し、具体的には貸出金などの与信取引と有価証券など
の投資資産が該当します。

※信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化などにより当組合の資産の価値が減少ないし消失し、損失をうけるリス
クのことをいいます。

※エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

自己資本の充実の状況

■定性的な開示事項について

〔１〕自己資本調達手段

・自己資本額は当組合が内部留保として積み立てているものと地域のお客様による出資金にて調達しています。

〔２〕自己資本の充実度に関する評価方法の概要

・自己資本の充実度に関しましては、自己資本比率はもちろんのことＴier１比率の状況についても、国内基

準である４％を上回っており、経営の健全性・安全性を充分保っております。また、当組合では、各エクス

ポージャーが一分野に集中することなく、リスク分散が図られていると評価しております。

　　一方、将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこか

ら得られる利益による積上げを第一義的な施策として考えております。

〔３〕信用リスクに関する事項

・信用リスクの評価は、小口多数取引の推進による分散のほか与信ポートフォリオ管理として、自己査定によ

る債務者区分別、業種別、さらには与信集中によるリスク抑制のため大口与信先の管理など、さまざまな角

度からの分析に注力しております。

・個別案件の審査・与信管理にあたっては、審査管理部門と営業推進部門を互いに分離し、相互に牽制が働く

体制としています。さらに、経営陣も参加した融資審議会を定期的に開催し、信用リスク管理・運営におけ

る重要事項を審議しています。

・信用コストである貸倒引当金は、「自己査定基準」及び「償却引当計上基準規程」に基づき、自己査定にお

ける債務者区分ごとに計算された貸倒実績率を基に算定するとともに、その結果については監査法人の監査

を受けるなど適正な計上に努めております。

〔４〕リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関※

・リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関は㈱格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）を採用しております。

〔５〕信用リスクの削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要

・当組合は、リスク管理の観点から、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより受ける損失(信用リスク)を軽

減するため、不動産担保や信用保証協会保証による保全措置を講じております。ただし、これはあくまで補

完的措置であり、資金使途、返済資源、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から判断

を行っております。また､判断の結果､担保又は保証が必要な場合には、お客さまへ十分な説明とご理解をい

ただいた上でご契約いただく等、適切な取扱いに努めております。

・信用リスク削減手法として、当組合が扱う主要な担保には、預金積金等があり、担保に関する手続きについ

ては、当組合が定める事務規程等により適切な事務取扱ならびに適正な評価・管理を行っております。また、

お客様が期限の利益を失われた場合には、すべての与信取引の範囲において預金相殺等をする場合がありま

すが、当組合が定める事務規程等により適切な取扱に努めております。なお、信用リスク削減手法の適用に

伴う信用リスクの集中に関しては特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散されております。

〔６〕派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続き

・派生商品取引及び長期決済期間取引は行っておりません。

〔７〕証券化エクスポージャーに関する事項

・証券化取引は行っておりません。
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※オペレーショナル・リスクとは、業務上において不適切な処理等で生じる事象により損失を受けるリスクのことを
いいます。具体的には、不適切な事務処理により生じる事務リスク、システムの誤作動等により生じるシステムリ
スク、風説の流布や誹謗中傷などにより企業イメージを毀損する風評リスク、裁判等により賠償責任を負うなどの
法務リスク、その他人材の流出や事故などにより人材を逸失する人的リスクなどが含まれております。

※市場リスクとは、金利・為替・株式などの相場が変動することによって、金融商品の時価が変動し、損失を受ける
リスクをいいます。

※金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や将来の収益性に対する影響のことをいいます。

〔８〕オペレーショナル・リスク に関する事項

・事務リスク管理については、本部・営業店が一体となり、厳正な「事務取扱要領」の整備、その遵守を心掛

けることはもちろんのこと日頃の事務指導や研修体制の強化、さらには牽制機能としての事務検証などに取

組み、事務品質の向上に努めております。

・システムリスクについては、「システム・リスク管理規程」に基づき管理すべきリスクの所在、種類等を明

確にし、定期的な点検検査さらにはシステム監査を実施し、安定した業務遂行ができるよう多様化かつ複雑

化するリスクに対して、管理態勢の強化に努めております。

・その他のリスクについては、苦情相談窓口の設置による苦情に対する適切な処理、個人情報及びセキュリテ

ィ体制の整備、さらには各種リスク商品等に対する説明態勢の整備など顧客保護の観点を重要視した管理態

勢の整備に努めております。

・事務部がオペレーショナル・リスクのモニタリング・分析を行い、四半期毎にリスク管理委員会で協議・検

討し、必要に応じて理事会等に報告する態勢を整備しております。

・オペレーショナルリスク相当額の算出は、基礎的手法を採用しております。

〔９〕市場リスクに関する事項

・上場株式にかかるリスクの認識については、時価評価等によりリスクを計測し、当組合が抱える市場リスク

などの状況を定期的に報告しております。非上場については、当組合が定める「資金運用規程」などに基づ

いて運用・管理に努めております。なお、当該取引にかかる会計処理については、当組合が定める「有価証

券に係る会計規程」及び日本証券業協会の「有価証券時価細則」に従った適切な処理を行っております。

・総務部が市場リスクのモニタリング・分析を行い、四半期毎にリスク管理委員会で協議・検討し、必要に応

じて理事会等に報告する態勢を整備しております。

〔10〕金利リスクに関する事項

・金利リスクの管理方法は、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスクの計測や金利更改を

勘案した収益シュミレーションによる収益への影響度などを定期的に計測し、資産・負債の最適化に向けた

リスク・コントロールに努めております。

・総務部が金利リスクのモニタリング・分析を行い、四半期毎にリスク管理委員会で協議・検討し、必要に応

じて理事会等に報告する態勢を整備しております。

・金利リスク算定の根拠

□ラダー方式を採用しています

□流動性預金全般（当座・普通預金等）

□①過去５年の最低残高 ②過去５年の最大年間流出量を現残高から差引いた残高

　③現残高の50%相当額、以上３つのうち最小の額を上限

□５年以内（平均２.５年）

□預金、貸出金、有価証券、預け金､その他の金利・期間を有する資産・負債

□２００ＢＰ平行移動

□四半期毎(３、６、９、１２月末基準)

対　　　象

算 定 方 法

金 利 感 応 資 産 負 債

金 利 シ ョ ッ ク 幅

リ ス ク 計 測 の 頻 度

計 　 測 　 手 　 法

満 期

コ
ア
預
金
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＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞

粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％
÷８％

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数　　　　

　■定量的な開示事項について

〔１〕自己資本の構成に関する事項

（自己資本）

出資金

　　非累積的永久優先出資

優先出資申込証拠金

資本準備金

その他資本剰余金

利益準備金

特別積立金

次期繰越金

その他

基本的項目　(A)

土地の再評価額と再評価の直前

の帳簿価額の差額の45％相当額

一般貸倒引当金

補完的項目不算入額

補完的項目　(B)

自己資本総額　(C)=(A)＋(B)

控除項目不算入額

控除項目計　(D)

自己資本額　  (E)=(C)-(D)

項　　　目 平成22年度

4,037

-

-

-

-

1,653

3,460

200

-

9,351

182

1,321

△534

969

10,321

-

-

10,321

平成21年度

4,193

-

-

-

-

1,602

3,260

156

-

9,212

207

1,379

△ 602

984

10,196

-

-

10,196

項　　　目 平成22年度

（リスク・アセット等）

資産（オン・バランス）項目

オフ・バランス取引等項目

オペレーショナル・リスク相当

額を８％で除して得た額

リスク・アセット等計　(F）

単体Tier1比率　(A/F)

単体自己資本比率(E/F)

117,374

283

8,241

125,898

7.42%

8.19%

平成21年度

115,477

354

8,433

124,266

7.41%

8.20%

(注)１．「協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項
において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、
信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有す
る資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であ
るかどうかを判断するための基準」(平成18年金融
庁告示第22号)に係る算式に基づき算出しておりま
す。なお、当組合は国内基準を採用しております。

　　　２．自己資本比率規制の一部を弾力化する特例（平成
20年金融庁告示第79号）に基づき、「その他有価証
券の評価差損」を基本的項目から控除しておりませ
ん。従来基準により「その他有価証券の評価差損」
の額を控除して計算した場合も、上記の自己資本比
率は変わりません。

〔２〕自己資本の充実度に関する事項

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計

①標準的手法が適用されるポートフォリオごと

　のエクスポージャー

（ⅰ）　ソブリン向け

（ⅱ）　金融機関向け

（ⅲ）　法人等向け

（ⅳ）　中小企業等・個人向け

（ⅴ）　抵当権付住宅ローン

（ⅵ）　不動産取得等事業向け

（ⅶ）　三月以上延滞等

（ⅷ）　その他

②　証券化エクスポージャー

ロ．オペレーショナル・リスク

ハ．単体総所要自己資本額　（イ＋ロ）

リスク・アセット

117,657

117,657

1,325

11,464

14,494

14,780

5,550

62,379

1,864

5,797

-

8,241

125,898

4,706

4,706

53

458

579

591

222

2,495

74

231

-

329

5,035

所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

平成22年度

115,832

115,832

1,066

12,417

14,916

13,354

6,153

59,442

2,376

6,104

-

8,433

124,266

4,633

4,633

42

496

596

534

246

2,377

95

244

-

337

4,970

平成21年度

(注)１．所要自己資本の額＝リスク・アセットの額×４％

　　２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並び

にオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。

　　３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金

融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方

道路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱

いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧

州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会等のことです。

　　４．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ

月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、

「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」において

リスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

５．「その他」とは、(ⅰ)～(ⅶ)に区分されないエクスポージャーです。

　　具体的には、有形固定資産、無形固定資産、繰延税金資産等が含まれます。

６．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。

７．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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信用リスクエクスポージャー期末残高エクスポージャー
　　　　　　区分

地域区分
業種区分
期間区分

貸出金､コミットメント及
びその他のデリバティブ
以外のオフ･バランス取引

平成22年度

債　　券 デリバティブ取引

三 月 以 上 延 滞
エクスポージャー

平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度

〔３〕信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）
　　　イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
　　　　＜地域別・業種別・残存期間別＞

(注)１．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相当額、デリバティブ取引を除く

　　　　オフ・バランス取引の与信相当額の合計額です。

　　２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。

　　３．上記の「その他」は、業種区分や期間区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には現金、出資金、有形固定資産、無形固定資産等の資産が含まれています。

　　４．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。なお、日本標準産業分類が改定されたことに伴い、平成22年度は改定後の日本標準産業分類の大分類に準じて

　　　　区分しております。

（単位：百万円）

国 内
国 外
地 域 別 合 計
製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱業、採石業、砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、 郵 便 業
卸 売 業 、 小 売 業
金 融 業 、 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教 育 ・ 学 習 支 援 業
医 療 ・ 福 祉
そ の 他 サ ー ビ ス
そ の 他 の 産 業
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等
個 人
そ の 他
業 種 別 合 計
１年以下
１年超　３年以下
３年超　５年以下
５年超　７年以下
７年超　10年以下
10年超
期間の定めのないもの
そ の 他
残 存 期 間 別 合 計

219,932
－

219,932
13,388

0
－
－

18,406
184
168

1,836
7,941
56,367
59,916

488
1,316

－
2,313
2,046

27
389

5,825
316

8,085
32,217
8,692

219,932
51,670
29,322
19,599
15,033
25,688
60,611
8,816
9,189

219,932

150,078
－

150,078
13,384

0
－
－

18,395
183
161

1,836
7,936
3,443
59,871

488
1,315

－
2,311
2,046

27
388

5,818
316
－

32,153
-

150,078
26,952
12,172
10,120
14,516
23,164
60,611
2,540

－
150,078

10,969
－

10,969
－
－
－
－
－
－
－
－
－

2,900
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

8,069
－
－

10,969
2,100
3,349
2,479
516

2,524
－
－
－

10,969

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

2,608
－

2,608
49
－
－
－
625
4
4
1

267
44
344
－
2
－
87
1
0
－
46
－
－

1,130
－

2,608

国 内
国 外
地 域 別 合 計
製 造 業
農 業
林 業
漁 業
鉱 業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業
卸 売 業 ・ 小 売 業
金 融 ・ 保 険 業
不 動 産 業
各 種 サ ー ビ ス
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等
個 人
そ の 他
業 種 別 合 計
１年以下
１年超　３年以下
３年超　５年以下
５年超　７年以下
７年超　10年以下
10年超
期間の定めのないもの
そ の 他
残 存 期 間 別 合 計

218,780
－

218,780
11,502

1
－
－
－

17,066
187
284

1,956
7,546
61,865
53,834
11,636
8,582
34,511
9,805

218,780
49,464
32,095
19,220
13,933
18,804
64,327
10,899
10,035
218,780

142,863
－

142,863
11,497

1
－
－
－

17,058
187
277

1,956
7,535
4,176
53,780
11,624

－
34,443

325
142,863
25,997
10,884
10,169
12,723
15,758
64,327
3,003

－
142,863

11,067
－

11,067
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

2,500
－
－

8,567
－
－

11,067
598

3,561
2,651
1,210
3,045

－
－
－

11,067

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

3,249
－

3,249
122
－
－
－
－
732
8
3
0

308
44
694
99
－

1,233
－

3,249

貸出金､コミットメント及
びその他のデリバティブ
以外のオフ･バランス取引

債　　券 デリバティブ取引

三 月 以 上 延 滞
エクスポージャー

信用リスクエクスポージャー期末残高エクスポージャー
　　　　　　区分

地域区分
業種区分
期間区分
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（単位：百万円）

（単位：百万円）　　　ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

製 造 業

農 業

林 業

漁 業

鉱 業

建 設 業

電 気 ・ ガ ス ・

熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 売 業 ・ 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業

不 動 産 業

各 種 サ ー ビ ス

国 ・ 地 方 公 共 団 体 等

個 人

そ の 他

合 計

25

－

－

－

－

298

2

0

－

88

3

143

16

－

364

460

1,403

平成22年度

期首残高

23

－

－

－

－

337

－

6

－

71

4

221

95

－

503

156

1,419

当期増加額 当期減少額 期末残高
貸出金償却

25

－

－

－

－

298

2

0

－

88

3

143

16

－

364

460

1,403

23

－

－

－

－

337

－

6

－

71

4

221

95

－

503

156

1,419

－

－

－

－

－

9

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

9

40

－

－

－

－

307

2

6

－

109

2

298

16

－

449

459

1,693

平成21年度 平成22年度平成21年度 平成22年度平成21年度 平成22年度平成21年度 平成22年度平成21年度

25

－

－

－

－

298

2

0

－

88

3

143

16

－

364

460

1,403

40

－

－

－

－

307

2

6

－

109

2

298

16

－

449

459

1,693

25

－

－

－

－

298

2

0

－

88

3

143

16

－

364

460

1,403

－

－

－

－

－

17

－

－

－

－

－

8

－

－

－

－

25

個別貸倒引当金

（注）１．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　　２．業種は旧分類の表記です。

　　　ニ．リスク・ウエイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

(注)１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　２．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウエイトに区分しています。

  0％

 10％

 20％

 35％

 50％

 75％

100％

150％

350％

自己資本控除

合　　計

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

25,454

13,397

54,842

15,937

1,206

22,073

86,554

467

－

－

219,932

格付有り 格付無し 格付有り 格付無し
平成22年度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

23,295

10,863

59,604

17,695

1,458

20,419

84,820

621

－

－

218,780

平成21年度
エクスポージャーの額告示で定める

リスク・ウエイト区分
（％）

（単位：百万円）

一 般 貸 倒 引 当 金

個 別 貸 倒 引 当 金

合　　　　　　　計

平成21年度

平成22年度

平成21年度

平成22年度

平成21年度

平成22年度

1,293

1,379

1,633

1,098

2,926

2,477

－

－

60

304

60

304

1,379

1,321

1,403

1,419

2,782

2,741

1,293

1,379

1,693

1,403

2,987

2,782

1,379

1,321

1,403

1,419

2,782

2,741

当期減少額

目的使用 その他
期末残高

　　　ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

期首残高 当期増加額
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平成21年度

評　価　損　益 △ 1 △ 2

2,240 2,239

平成22年度

（単位：百万円）

(注)「貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で確認されない評価損益の額」とは、その他有価証券の評価損益です。

〔５〕派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

　　　　
該当ございません。

〔６〕証券化エクスポージャーに関する事項

　　　　
該当ございません。

〔７〕出資等エクスポージャーに関する事項

　　　イ．貸借対照表計上額及び時価 （単位：百万円）

（単位：百万円）

上 場 株 式 等

非 上 場 株 式 等

合 　 　 　 計

6

1,205

1,212

6

1,205

1,212

貸借対照表計上額 時　　価 貸借対照表計上額 時　　価

平成22年度

6

1,205

1,212

6

1,205

1,212

平成21年度
区　　分

(注)非上場株式等の時価については、取得価格（帳簿価格）を記載しています。

　　　ロ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

　　　　　　
該当ございません。

　　　ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で確認されない評価損益の額

　　　二．貸借対照表及び損益計算書で確認されない評価損益の額

　　　　　　
該当ございません。

〔８〕金利リスクに関する事項

平成21年度

金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショック
に対する損益・経済価値の増減額

平成22年度

(注)金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預
金等）が、金利ショックにより発生するリスク量を見るものです。当組合では、金利ショックを２００ＢＰ（市場金利が
上下に２％変動した時に受ける金利リスク量）として金利リスクを算出しております。

〔４〕信用リスク削減手法に関する事項
　　　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

信用リスク削減手法が適用された
エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 1,9973,666 －

平成22年度
適格金融資産担保 保　　証

2,2584,331 －

平成21年度 平成22年度平成21年度 平成22年度平成21年度
クレジット・デリバティブ信用リスク削減手法

ポートフォリオ

(注)１．当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。
　　２．上記「保証」には、告示(平成18年金融庁告示第22号)第45条(信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会に

より保証されたエクスポージャー)、第46条(株式会社企業再生支援機構により保証されたエクスポージャー)を含みま
せん。

　　

（単位：百万円）
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